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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、ハクビシン、カラス 

 計画期間   令和７年度～令和９年度 

 対象地域  湖西市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和５年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品目 被害面積 被害金額 合計 

イノシシ 

稲 

果樹 

いも類 

60a 

280a 

27a 

600 千円 

1,900 千円 

480 千円 

2,980 千円 

ハクビシン 果樹 300a 1,200 千円 1,200 千円 

カラス 
いも類 

飼料作物 

10a 

90a 

30 千円 

360 千円 
390 千円 

 

（２）被害の傾向 

・イノシシ 

  市内農家の被害防除が進んで、稲、果樹、いも類などの被害報告は減少傾向であ

る。だが、依然として多くの被害が発生し、潜在的な被害もかなりあるものと思われ

る。田畑や果樹園の掘り起しや、ハウスの破壊などの被害面積等に表れない被害も多

く見られる。山に面した畑だけでなく、集落内部の家庭菜園や民家の庭先にも出没す

るなど、人馴れが顕著であり、農作物への被害拡大以外にも登校時の児童・生徒への

危険性が懸念されている。 

・ハクビシン 

  果樹の被害が多く報告されており、イノシシ以上に潜在的な被害が多いと考えら

れる。被害の総量はイノシシよりも少ないが、ハクビシンによる被害発生地域はイノ

シシの被害発生地域よりも広範囲に及ぶため、今後被害が拡大する可能性があり、対

策が望まれている。 

・カラス 

  果樹や野菜への食害の他、肉牛や豚をくちばしでつついたり、鶏舎に侵入して卵

をとるなどの被害報告がある。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和５年度） 目標値（令和９年度） 

イノシシ 面積：367a 金額：2,980 千円 面積：349a 金額：2,831 千円 

ハクビシン 面積：300a 金額：1,200 千円 面積：285a 金額：1,140 千円 

カラス 面積：100a 金額：390 千円 面積： 95a 金額：371 千円 

 ※被害面積、金額とも５％の減少を目標値とした。 

 

 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

・ 市として、猟友会の有志で結成された

湖西市野生鳥獣等管理協会に有害鳥

獣捕獲業務を委託しており、市民から

被害報告等があった場合は、市から連

絡をして捕獲を行ってもらっている。 

※R5有害鳥獣捕獲実績 

１）イノシシ   45 頭 

２）ハクビシン  7 頭 

  ３）カラス   196羽 

 

・ 捕獲の報奨金として、鳥獣被害防止総

合対策事業費補助金に市単の補助金

を上乗せして捕獲者に支給している。 

※湖西市農林水産業鳥獣被害対策事

業費補助金 

1)イノシシ(成獣・焼却)      18,000 円 

 イノシシ(成獣・焼却以外） 17,000円 

イノシシ(幼獣)           11,000 円 

(市上乗せ分 10,000円) 

2)ハクビシン                4,000 円 

            (市上乗せ分  3,000円) 

 

平成 25 年度よりわな猟免許取得に係る

費用の一部を補助している。 

・ 湖西市野生鳥獣等管理協会

のメンバーは高齢な者が多

く、被害報告に対しすぐに

対応できる反面、将来的に

捕獲に従事できる人数が維

持できるか不安があるた

め、新規メンバーの入会、

育成が必要である。 

 

・ 捕獲したイノシシの処分場

所の確保及び処分方法の確

立。 

 

・ 上述の協会など、一部の人

員に頼りきることの無いよ

う、自分で作物を守り、捕

獲も行える強い農家を育成

するため、わな猟の取得に

係る補助制度の周知や、鳥

獣被害対策の講習会等を行

う必要がある。 

 

 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

・平成 22 年度から市の単独事業として防

護柵設置及び捕獲檻の購入に対する補助

を行っている。 

 

 

 

 

 

・ 効果的とされる集落ぐるみ

による防護柵の設置がなさ

れていない。 

・ 電気柵について、電源を夜

だけ入れる、地面から電線

までの高さにばらつきがあ

るなど、基本的な知識の不

足や、草が電線に触れてい

ることによる電圧の低下等

の管理不足が見受けられ

る。 

 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

被害相談があった際に緩衝帯の設置や放

任果樹の除去等の指導を行う。 

緩衝帯の設置や放任果樹の除去

等の周知が徹底できておらず、

有害鳥獣の寄り付く要因となっ

ている。 

 

 



（５）今後の取組方針 

１ 捕獲及び防除の推進 

・ 集落ぐるみによる防護柵の設置、耕作放棄地の解消、放任果樹の伐採、未収穫野

菜の処分等、集落が主体となって有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりを行うと

いう意識の普及、啓発に努める。 

 

・ 捕獲を行うことのできる狩猟免許所持者の増加を図るために、狩猟免許を取得

することに対する補助制度の周知を図る。 

また、その際に有害駆除を実施している湖西市野生鳥獣等管理協会への参加を

案内し、技術継承等に加え、地域の安全確保のための法令遵守の周知徹底を図

り、駆除体制の確保に努める。 

 

・ 湖西市野生鳥獣等管理協会と連携し、新規わな猟免許取得者に対し実技講習等

を実施することで、育成にも力を入れ、捕獲数の増加に繋げていく。 

 

・ 防護柵設置、捕獲檻の購入に対する補助を継続して行うことで、農家の自助を支

援する。また、必要に応じて補助制度の見直しを行うことで、より効果的な被害

防止対策の方法を模索する。 

さらに、未設置の圃場への積極的な設置を促すため、補助制度の周知を広報、市

公式ウエブサイト及び圃場診断時等でＰＲする。 

 

２ 情報の提供及び収集 

・ 狩猟免許の新規取得者増加のため、市の広報等を通じて、狩猟免許試験や講習会

の情報などを発信する。（防除の推進にも関連） 

 

・ ＰＲパンフレット、被害防止対策マニュアル、市公式ウェブサイト等を活用し、

鳥獣被害に関する防止対策等の知識の普及、啓発を行う。 

 

・ 先進地事例や専門家などから効果的な対策に関する情報収集を行う。 

 

３ 被害状況の把握 

・ 農家の声を基本に、農業共済等の被害数量、農協への聞き取り調査等、様々な情

報を駆使して、被害状況を正確に把握するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

１．湖西市野生鳥獣等管理協会 

猟友会の有志により、平成 24年５月に「湖西市野生鳥獣等管理協会」が結成され

た（会員約 30 名）。この協会との連携を密にし、必要な支援を行っていくことで、

より効率的な捕獲体制を整備する。 

近年湖西市野生鳥獣等管理協会に参加する狩猟免許保持者において、鳥獣の種類

ごとに捕獲体制の強化を図っていく。 

２．湖西市有害鳥獣対策実施隊 

湖西市野生鳥獣等管理協会が実施隊と同等の役割を担っているが、この協会と連携し

実施隊の設置に努める。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

通年 

 

・イノシシ 

・ハクビシン 

・カラス 

・市の広報等を通じて、狩猟免許試験や講習会の情報な

どを発信することで狩猟免許の新規取得者の増加を図

る。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

捕獲実績 

被害の発生に合わせ湖西市野生鳥獣等管理協会に捕獲を依頼する対処捕獲を基本と

するが、被害の発生状況によっては、予察捕獲も検討する。 

※イノシシに関しては、被害の軽減目標を達成するために、直近３年間で一番捕獲

数多かった令和５年度の捕獲実績並みの頭数を捕獲計画数とした。 

 

※ハクビシンに関しては、有害捕獲の頭数は多くないものの、多くの被害があると

考えられるため、直近３年間で一番捕獲数多かった令和５年度の捕獲実績の頭数

を捕獲計画数とした。 

※カラスに関しては、被害の軽減目標を達成するために、過去３ヵ年の平均値を 

捕獲計画数とした。 

 

 

対象鳥獣 
有害捕獲事業（頭・羽） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

イノシシ 10 9 45 

ハクビシン 5 4 7 

カラス 185 154 196 

対象鳥獣 
捕獲計画数等（頭・羽） 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 

イノシシ 45 45 45 

ハクビシン 7 7 7 

カラス 178 178 178 



捕獲等の取組内容 

イノシシ 散弾銃    通年 

ライフル銃 

わな  通年 

箇所  市内全域 

１回の申請 100 頭、３か月以内 

ハクビシン １回の申請  20 頭、３か月以内 

カラス １回の申請 200 羽、３か月以内 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 

（注）被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者にライフル銃 

を所持させて捕獲等を行う場合には、その必要性及び当該被害防止計画に

基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者による捕獲手段、捕獲の実施予

定時期、捕獲予定場所等について記入する。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

湖西市全域 

カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、カラス、ドバ

ト、ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネ

コ、サル、タイワンリス、タヌキ、キツネ、アライグマ、アナグマ、

ヌートリア、モグラ類、ネズミ類 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 

イノシシ 電気柵 3,000m 電気柵 3,000m 電気柵 3,000m 

ハクビシン 電気柵 2,000m 電気柵 2,000m 電気柵 2,000m 

カラス 防鳥ネット 3,000 ㎡ 防鳥ネット 3,000 ㎡ 防鳥ネット 3,000 ㎡ 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 

イノシシ 

ハクビシン 

カラス 

電気柵に関して、漏電防

止のため、草刈り等を定

期的に実施するよう指

導。 

フェンス等に関して、侵

入防止のため、穴が開い

ていないか等の確認を

定期的に実施するよう

指導。 

電気柵に関して、漏電

防止のため、草刈り等

を定期的に実施する

よう指導。 

フェンス等に関して、

侵入防止のため、穴が

開いていないか等の

確認を定期的に実施

するよう指導。 

電気柵に関して、漏電

防止のため、草刈り等

を定期的に実施する

よう指導。 

フェンス等に関して、

侵入防止のため、穴が

開いていないか等の

確認を定期的に実施

するよう指導。 



５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和７年度 

イノシシ 

ハクビシン 

カラス 

農業者に対して周知に努めてはいるものの「環境整備の重

要さ」の認識に大きな差があるため、環境整備や防除の前

に「捕獲」を望む声が依然として根強い。したがって、県

の実施する静岡県鳥獣被害対策総合アドバイザー研修に

参加することで鳥獣被害対策の指導者を育成し、同アドバ

イザーによる集落診断や圃場診断を推進、柵の設置方法や

管理方法などの指導などを行うことによって「環境整備の

重要さ」に関する啓発を行う。 

令和８年度 

令和９年度 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれ

がある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

湖西市環境課 連絡窓口 

湖西市野生鳥獣等管理協会 捕獲等実際の対応 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

                     湖西警察署 

 

 市民     湖西市環境課       湖西市野生鳥獣等管理協会 

 

                     静岡県西部農林事務所 

 

※休日・夜間については、守衛を経由して湖西市環境課の担当に連絡がいく。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

埋設又は利活用 

 ・捕獲した対象鳥獣は、捕獲許可を受けた者の責任において、速やかに埋設または焼

却処分することを原則とするが、学術研究または食用等として法令や静岡県の野生動

物肉の衛生及び品質確保に関するガイドラインを遵守した上で利活用する場合はこの

限りではない。また、どうしても個人で処分することが困難な場合に限り、市が委託し

ている火葬場において焼却処分することも可能。 

 

 

 

 

通報 

通報・協力要請 

※必要に応じて 

捕獲依頼 

情報共有 



８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 湖西市鳥獣被害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

湖西市知波田地区自治会 情報提供、被害対策への協力 

湖西市梅田自治会 情報提供、被害対策への協力 

静岡県西部猟友会湖西分会 専門的アドバイス、被害防除対策への協力 

とぴあ浜松農業協同組合 情報提供、被害対策への協力 

静岡県西部農林事務所 被害防止に関する連携 

湖西市 環境課 協議会の運営・提言 

湖西市 産業振興課 協議会の運営・提言（事務局） 

その他、会長が必要と認めた者 顧問等 
 

（２）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

被害が多い地域の状況と現在の捕獲体制を鑑みながら検討していく。 

 

 

（３）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 被害防止対策に関する知識向上及び意識啓発のため、講習会・研修会等を実施し、被

害を未然に防止できる集落環境づくりのための体制整備を推進する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 県内の各関係団体との連携を図っていくことが必要と考えられる。現在、西部地域

鳥獣被害対策連絡会に加盟しており、当面はこれを利用した情報交換等を行っていく。 

 多面的機能支払交付金を活用し、鳥獣害防止策の設置・更新・保守管理、遊休農地の

有効活用、緩衝帯の整備、獣害の追い上げ、追い払い活動に対する支援を実施する。 

 


